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表のみかた

最新の実績値
（H26又はH27）

用語解説
わかりにくい用語などの説明
をしています。

成果指標
施策の成果を示す指標で、
毎年、目標の達成度を評価
することとしています。

基本事業
施策の目的達成のために計
画期間にこの施策で取り組む
ことです。取組方針では、主
な課題や重点事項などを挙
げています。

対 象 ・ 意 図
「対象」
この施策で働きかける対象の
ことです。（誰を、何を）
「意図」
対象をどのような状態にしたい
のかということです。
この「対象」と「意図」で施策
の目的を具体的にあらわして
います。

政 策
施策の上位目的であり、
施策の目標を達成する
ことで実現することです。

施策名
この施策で取り組むことを簡潔に表現しています。
番号は政策１の４番目の施策ということです。

総合計画の最終目標値
（９年後）

前期計画の目標値
（５年後）

第２次小城市総合計画
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24

住 環 境
住みたい！と思う

笑顔が集まる キレイなまち

第２次小城市総合計画

鯖岡地区の街並み



施策名
計画的な土地利用の推進と効率的な都市づくり1-1

25

対 象 Ａ.小城市の土地
Ｂ.市民 意 図

Ａ.計画に沿って適切に利用される*1
Ｂ.拠点地区が活力あると感じる*2
Ｂ.小城市に住み続けたいと思う

*1 計画に沿って適切に利用される
… 土地の取引や開発行為において必要な届出等の手続きがなされている状態のこと又は農業振興地域内の農地が
遊休化されることなく耕作されている状態のこと。

*2 拠点地区が活力ある
… 「拠点地区」は、小城市都市計画マスタープランに基づく、小城中心拠点（ＪＲ小城駅、小城公園、まちなか市民
交流プラザ周辺）、牛津地域拠点（ＪＲ牛津駅周辺）、三日月拠点（市役所周辺）、芦刈拠点（芦刈地域
交流センター周辺）の4つの拠点のこと。
「活力ある」は、人が住み、集い、活気あふれる状態のこと。

※ その他用語解説はＰ66

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

土地利用に関する無届（未届）件数
（農地法・都市計画法・国土利用計画法） 7件 0件 0件

農業振興地域*3のうち農用地区域*4に占める
遊休農地*5の割合 9.4％ 6.5％ 4.5％

拠点地区が活力あると感じている市民の割合 35.0％ 40.0％ 42.0％

小城市に住み続けたいと思う市民の割合 65.9％ 68.5％ 70.5％

基
本
事
業

① 計画に沿った土地利用の誘導
関係機関と連携し、各法令に基づく指導、現況確認を通じて計画的な土地利用の誘導を
図っていきます。

② 地域の特性を活かした拠点地区の形成と相互連携
地域の特性に応じたまちづくりを目指し、生活に必要な都市機能の誘導・集積を図るととも
に、まちの玄関としての駅周辺環境の整備改善や商店街の環境・景観整備を進め、にぎわい
のある利便性の高い空間形成に努めます。また、地域住民による地域活動の機運を醸成
し、拠点地区・周辺地域間の交流・連携により、活力あるまちづくりを推進します。

③ 住宅地の整備や良質な住まいづくりの促進
安全で良質な住まいづくりに向け、良好な環境の住宅地の形成を進めます。また、市営住
宅については、計画的な維持管理を行います。

政策１ 住みたい！と思う笑顔が集まるキレイなまち



政策１ 住みたい！と思う笑顔が集まるキレイなまち

施策名
居住環境の充実1-2

26

対 象 市民 意 図 快適な居住環境で暮らせる*1

*1 快適な居住環境で暮らせる
… 「居住環境」とは、身近な生活空間のこと。（住宅・公園・緑地などで、下水道・道路・交通は含まない）
「快適に暮らせている状態」とは、以下のような不快と感じる原因がない状態のこと。
1.ペット 2.ごみ 3.騒音・振動 4.悪臭 5.野焼き 6.害虫 7.空き家 8.空き地 など。

*2 環境衛生推進員
… 地域の環境保全及び環境美化等を推進するため、各行政区に1名、市長が委嘱している。（任期1年）

基
本
事
業

① 居住周辺環境の整備保全と環境衛生の充実
不法投棄、水質、騒音、防疫など、定期的な情報収集による現状を把握し、環境問題に
適切に対応し、再発防止を図ります。また、適切な規模・機能を有する公園緑地の整備改
善や既存公園等の維持管理を進めます。

② 地域での環境意識の醸成
環境の改善に市民自ら取り組むように環境衛生推進員*2活動や地域住民による環境活
動を通じて意識向上に努めます。また、温暖化対策の情報の提供など官民一体の取り組み
を推進します。

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

快適な居住環境で暮らせている市民の割合 40.2％ 45.7％ 50.0％

居住環境に関する要望件数 209件 185件 165件

▲ 「ごみ減量と犬の飼いかたのマナー」の出前講座の様子



政策１ 住みたい！と思う笑顔が集まるキレイなまち

*1 有収率 … 水道施設から給水した水量と料金として収入のあった水量との比率。

*2 西佐賀水道… 西佐賀水道企業団。小城市三日月町（甘木、久米、本告を除く）、牛津町、芦刈町、佐賀市久保
田町、白石町（旧福富町）を対象に水道を供給している。

施策名
水道水の安全・安定供給1-3

27

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

水質検査の適合率 100％ 100％ 100％
上水道の有収率*1 87.9％ 89.0％ 89.0％
（参考）西佐賀水道*2の水質検査の適合率 100％ 100％ 100％
（参考）西佐賀水道の有収率 87.9％ 89.7％ 89.7％

基
本
事
業

① 安全な水道水の供給
安全な水道水は、水源から宅内の水栓までの水質が良質であることが必要であり、良好な
水源の確保に努めるとともに水質検査を実施し、安全な水道水の供給を行います。

② 適切な水道事業運営・安定した経営
健全で安定した水道事業運営を行うために、水道料金の徴収業務を行います。期限内納
付、口座振替の周知徹底を行い、経費の削減に努めます。未納者には、納付の勧奨、個別
訪問などにより早期回収を行います。

③ 水道施設の整備
浄水施設を定期的な点検及び整備等により適切に管理し、長寿命化を図ります。また、
水道管の整備を行い水圧低下の改善、工事等による断水区間の減少を図り、安定した供
給を行います。

対 象 市民 意 図 水道水を安全に、安定して利用できる

▲ 安全な水をつくる浄水場（松本浄水場）

◀ 水道水を安定して供給するための配水池



政策１ 住みたい！と思う笑顔が集まるキレイなまち

施策名
下水処理の充実1-4

28

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

下水道普及率*5 48.7％ 65.9％ 76.0％

下水道水洗化率*6 68.9％ 74.6％ 79.2％

汚水処理人口普及率*7 75.5％ 86.1％ 92.0％

汚水処理人口水洗化率*8 85.2％ 85.2％ 87.1％

基
本
事
業

① 下水道環境の整備
市の財政状況や事業の実効性及び効果を見極めながら、各地域の条件に合わせて下水
道の認可を拡大し、計画的に整備を行います。また、合併処理浄化槽*1については、下水
道計画区域で事業認可を受けていない地区は、家庭用浄化槽設置整備事業*2を行い、
下水道計画区域*3外は市営浄化槽事業で計画的に整備を行います。

② 下水道の加入及び水洗化の向上
未加入及び未接続の実態把握、水洗化に至らない要因について各戸へのアンケート調査
などを実施し、その結果を基に分析を行います。また、戸別訪問による加入促進及び水洗化
促進を重点的に行います。

③ 安定した下水道事業の運営及び経営
安心して下水道を利用するためには、健全で安定した下水道経営が必須であり、経営の
基盤強化へ向けた地方公営企業法*4の適用や料金の改定に取り組みます。
施設については、標準耐用年数が経過し、更新費用が必要となるため更新計画を策定し
ていくとともに、定期的な点検や清掃を実施していきます。

対 象 市民 意 図 公共用水域の水質が保全され、
衛生的な暮らしができる

*1 合併処理浄化槽… トイレの汚水だけでなく、台所、風呂の生活雑排水も一緒に処理する浄化槽のこと。
*2 家庭用浄化槽設置整備事業… 合併浄化槽を個人で設置される方に補助を行う事業。
*3 下水道計画区域… 将来的に下水道による整備を行うことを定めた区域。
*4 地方公営企業法… 地方公共団体の経営する一部企業に適用される法律。
*5 下水道普及率… 処理区域内の人口に対して、供用開始区域内人口の比率を表したもの。
*6 下水道水洗化率… 供用開始区域内人口に対して、水洗化人口の比率を表したもの。

※ その他用語解説はＰ66



政策１ 住みたい！と思う笑顔が集まるキレイなまち

施策名
循環型社会*1の形成1-5

29

対 象 ・市民
・事業所 意 図 ごみの減量化に取り組む

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

家庭系廃棄物*3市民1人あたり排出日量 579.2ｇ 558.0ｇ 553.0ｇ
事業系廃棄物*4事業所1社あたり排出日量 17.2kg 15.5kg 14.2kg
（参考）ごみ減量化に取り組んでいる市民の割合 78.2％ 82.0％ 85.0％

基
本
事
業

① ごみ減量化の推進
ごみ減量教室など児童から高齢者にも分かりやすい広報啓発活動に取り組みます。また、
市民や事業所に対してごみの減量化を目指し、ごみ発生抑制への意識改革に向け出前講
座を含めたＰＲ活動を実施します。

② 分別意識の向上とリサイクルの推進
生ごみや紙類など再利用できる資源のリサイクル効果をＰＲし、市民や事業所において資
源への分別を促します。

③ ごみ処理体制の充実
広域クリーンセンター*2の整備と併せ、廃棄物中継センターにおけるごみ処理体制の充実を
図ります。

*1 循環型社会… 限りある資源を持続可能な形で有効に活用していく社会のこと。
*2 広域クリーンセンター… 小城市・多久市の可燃ごみを共同で処理する施設。天山地区共同環境組合において現在

建設に向けて準備が進められている。
*3 家庭系廃棄物… 家庭から排出される廃棄物のこと。
*4 事業系廃棄物… 事業所から排出される廃棄物のこと。（産業廃棄物を除く）

◀ ごみの出し方がわかる
「ごみ分別カレンダー」
（毎年、全戸に配布）
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交 通
安全に みんなが
行き交うまち

政 策２

第２次小城市総合計画

有明海沿岸道路



政策２ 安全に みんなが行き交うまち

施策名
道路の保全と交通網の充実2-1

31

対 象
Ａ.市道
Ｂ.市民

意 図
Ａ.安全に利用できる
Ｂ.目的地まで行きやすい*1
Ｂ.公共交通機関*2を便利に利用できる

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

市道が適切な管理がなされていないことでの
要望件数 81件 66件 60件

市内の道路について、目的地まで行きやすいと思う
市民の割合 32.6％ 35.0％ 40.0％

公共交通機関を便利だと思う市民の割合 39.5％ 39.5％ 39.5％

基
本
事
業

① 幹線道路の適切な維持管理
国・県道等の上位道路開通に伴うアクセス道路となる市道と老朽化、劣化した市道の
改良、改修(メンテナンス)等を計画的に取り組みます。また、橋梁についても、計画的な
点検補修等を実施します。

② 国・県道へ接続する道路交通網の整備・充実
国・県道へ接続する道路交通網の整備・充実を図るため、道路管理者である国土交通省
や佐賀県等と十分な協議を行い、安全で目的地まで行きやすい道路・交通網の整備・充実
に努めます。また、市民や道路利用者及び公共交通機関利用者が目的の場所に安全に
到着できるよう案内看板等を設置し、市道には外側線等を補修・整備しわかりやすく誘導
できるよう整備します。

③ 地域公共交通の利用促進
市民にわかりやすく、便利で利用したいと思われるよう利用者のニーズ等を把握し、利用者
の増加と利便性の向上を目指します。

*1 目的地まで行きやすい
… 市内の道路を便利で快適に利用できること。

*2 公共交通機関
… ＪＲ（小城駅・牛津駅・久保田駅）、生活交通バス（昭和バス・祐
徳バス）、路線バス（小城-牛津線・福富線）、巡回バス等（広域
循環バス・小城町巡回バス・三日月町巡回バス・牛津町巡回バス・芦
刈町乗合タクシー・小城やまびこタクシー）のこと。

巡回バスのおぎパスカードとおぎバス回数券▶
※ おぎパスカード…巡回バスが１ヶ月乗り放題になるカード。
※ おぎバス回数券…200円お得になる巡回バスのチケット。



政策２ 安全に みんなが行き交うまち

施策名
交通安全対策の充実2-2

32

対 象 市民 意 図 ・交通事故にあわない
・交通事故を起こさない

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

人口１万人あたりの人身事故発生件数 105.1件 94.5件 83.1件

人口１万人あたりの交通事故死傷者数 144.3人 126.8人 107.9人

（参考）人身事故発生件数 482件 415件 355件

（参考）交通事故死傷者数 662人 557人 461人

基
本
事
業

① 交通安全に関する講習・啓発の推進
交通事故のないまちを目指し、小城市交通安全対策協議会を通じ、関係団体と連携し、
幼児から高齢者に至るまで、心身の発達段階やライフステージに応じた交通安全教育を行い
ます。特に高齢化が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに、
他の世代に対しては高齢者の特性を知り、高齢者に配慮する意識を高めるための啓発指導
を強化します。

② 交通安全の環境整備
少子高齢化が一層進展する中で、子どもを事故から守り、高齢者や障がい者が安全にかつ
安心して外出できるように、通学路、生活道路などにおいて、「人（歩行者）」の視点に
立った交通安全対策を推進します。特に交通の安全を確保する必要がある道路においては、
警察や国道事務所などの関係機関と連携しながら、効果的な対策に努めます。

▲ 交通安全指導員による交通安全教室の様子▲ 交通安全対策協議会による交通安全啓発活動の様子
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自然・歴史・文化
歴史、文化と歩んでいく
自然豊かなまち

政 策３

第２次小城市総合計画

祥光山星巖寺の五百羅漢



政策３ 歴史、文化と歩んでいく自然豊かなまち

施策名
自然環境*1の保全3-1

34

対 象 市民 意 図 ・自然環境が保全されていると思う
・自然環境の保全活動*2に取り組む

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

自然環境が保全されていると思う市民の割合 23.2％ 27.2％ 30.0％
自然環境の保全活動に取り組んでいる市民の割合 22.6％ 26.6％ 30.0％

基
本
事
業

① 自然環境保全の啓発
市民の意見を反映した環境基本計画を策定し、自然の大切さについての啓発事業を展開
していきます。

② 自然環境保全活動の推進
環境リーダー*3の育成や環境保全団体*4との協働などにより、保全活動の多様化、新たな
担い手の育成など持続的な活動ができるように支援していきます。

*1 自然環境 … 山・海・河川・生態系のことで、天山、有明海、清水の滝、江里山の棚田、ホタル、ムツゴロウなどに代表
される小城市の自然環境とそこに生息するすべての動植物のこと。

*2 自然環境の保全活動
… 以下のような活動のこと。
1.自然環境の保全や修復に関する活動（美化清掃含む） 2.生態系の変化を把握するため、継続的に行う動
植物の調査 3.絶滅危惧種の絶滅を未然に回避するために行う予防活動 4.移入種の侵入予防、侵入の初期
段階での発見・対応、定着した生き物の駆除管理等の活動 など。

*3 環境リーダー … 環境関係の様々な活動を率先して行う人材のこと。
*4 環境保全団体… 環境関係の様々な活動を行っている団体のこと。

▲ 江里山地区の彼岸花

◀ 祇園川で自然とふれあう子どもたち



政策３ 歴史、文化と歩んでいく自然豊かなまち

施策名
歴史の継承、文化・芸術の振興3-2

35

対 象 Ａ.市民及び市外の利用者Ｂ.市内の文化財*1 意 図 Ａ.歴史、文化・芸術活動*2に取り組む
Ｂ.保存する

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

歴史、文化・芸術活動に取り組んでいる市民の割合 10.4％ 14.2％ 16.6％
文化財の指定件数 82件 87件 91件
（参考）文化財を適正に保存できなかった件数 0件 0件 0件

基
本
事
業

① 歴史、文化・芸術に関する情報の提供と施設の活用
展示施設*3を活用して、小城の歴史、文化・芸術に関する情報を提供し、文化的な活動
に取り組むことができるように支援します。

② 伝統芸能の継承
伝統芸能*４を保存し、後世に継承できるよう活動団体の育成、支援を行います。

③ 文化財の適正な保存
記録保存を目的とした遺跡の発掘調査や市内に残る文化財の調査及び指定に向けた
作業を計画的に進め、将来的な保存・活用を行います。また、文化財保護に対する意識を
高めるための啓発を行います。

*1 文化財 … 人間の文化的活動による所産で文化的価値を有するもの。
*2  歴史、文化・芸術活動 … 過去からの事象や伝統的なものについての知識や技芸を習得することや習得したことを周囲に

伝える活動のこと。
*3 展示施設 … 市立歴史資料館・中林梧竹記念館のこと。
*4 伝統芸能 … 地域に伝わる祭り、浮立などの行事。

◀ 国指定史跡 「土生遺跡」

▼ 小城が生んだ書聖・中林梧竹の書
小城市重要文化財「海外飛香」



36

健康・スポーツ
みんなが健やかで
生きがいを感じるまち

政 策４

第２次小城市総合計画

小城市版健康都市宣言 「おぎＡＲＫ宣言」を行ったラジオ体操会



政策４ みんなが健やかで生きがいを感じるまち

施策名
健康づくり*1と生涯スポーツの充実4-1

37

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

健康に関心を持って、継続して健康づくりに
取り組んでいる市民の割合 76.6％ 77.1％ 77.5％

（参考）
運動やスポーツに取り組んでいる市民の割合 48.2％ 53.1％ 56.6％

基
本
事
業

① 地域資源磨きによる健康の拠点づくり
良質な天然温泉や運動・スポーツのできる総合公園などの地域資源*2の魅力を高め、
市民が運動やスポーツに親しみ、健康づくりができる「健康」の拠点づくりを推進し、市全体の
まちづくり・人づくりにつなげていきます。

② 健康づくりの推進
食生活の改善や運動・心の健康づくりの必要性を呼びかけていきます。また、継続した健康
づくりができるように、推進員の養成を続け、仲間を増やしていきます。

③ ライフステージに応じたスポーツの推進と施設の充実
年齢や性別、障がい等を問わず、市民が関心、適性等に応じてスポーツに参加できる環境
を整備することを推進します。また、施設の適正な管理を行うことにより、利便性・安全性を
向上させ、誰もが安心して利用できる施設を目指します。

対 象 市民 意 図 健康に関心を持って、
継続して健康づくりに取り組む

*1 健康づくり… 以下のようなこと。
1.食事や栄養に気をつけている 2.運動やスポーツをする 3.十分な睡眠や休養をとる 4.健康診断を
受けている 5.健康づくりに関する情報や知識を得る 6.禁酒・節酒 7.禁煙・減煙 8.話し相手を見つ
ける 9.趣味を見つける など。

*2 地域資源 … 自然資源のほか、まちづくり、地域活性化などに活用可能なもの。
小城市では、牛津保健福祉センター「アイル」や牛津総合公園周辺の地域資源（天然温泉・公園な
ど）の魅力を高めて、健康のまちを目指す「アイル資源磨き構想」を平成27年度に策定した。

◀ 牛津総合公園

▲ 牛津保健福祉センター「アイル」のトレーニング室
と 天然温泉（露天風呂）



政策４ みんなが健やかで生きがいを感じるまち

*1 行動計画 … 病原性が高く国民生活及び経済に大きな影響を及ぼす感染症の発生・流行を最小となることを目的とし
た『小城市新型インフルエンザ等対策行動計画』のこと。

*2 生活習慣病 … 心臓病・高血圧症・糖尿病・癌・脂質異常症など、不適切な食事、運動不足、喫煙、飲酒などの生
活習慣に起因すると考えられる病気。

*3 一次・二次医療
… 「一次医療」とは、風邪や腹痛など日常的な疾病の
通院治療に対応する医療のこと。
「二次医療」とは、虫垂や胃潰瘍など比較的専門
性の高い外来治療や一般的な入院治療に対応す
る医療のこと。

施策名
保健・医療の充実4-2

38

基
本
事
業

① 疾病予防対策の推進
様々な感染症予防のため、予防接種の接種勧奨及び歯科保健対策を推進し、社会的
影響をもたらす感染症の発生時においては、行動計画*1に基づき迅速な対応ができるよう
危機管理を徹底します。また、生活習慣病*2の発症及び重症化予防のため、健康に向けた
意識づくりを進めます。

② 健康診断・がん検診・健康相談の実施
保健事業の拠点となる保健福祉センターの積極的な有効活用を推進します。また、健康
の保持増進及び疾病の早期発見のため、乳幼児から成人、高齢者の健康診断・がん検診
等の実施及び健康相談等の個別支援体制を充実させ、市民の健康に対する意識の高揚
を図ります。

③ 地域医療の充実
地域医療体制の充実のため市内外の医療機関と連携し、今後、地域で求められる医療の
提供に努めます。また、市民病院では、一次・二次医療*3から救急、在宅医療まで幅広く
市民の健康を支えられるような医療体制を充実していきます。

対 象 市民 意 図 健康な生活を送れている

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

健康な生活を送れていると思う市民の割合 74.2％ 77.5％ 80.0％

市民の健康を支える市民病院▶



政策４ みんなが健やかで生きがいを感じるまち

施策名
生涯学習*1の充実4-3

39

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

目的を持って、継続して自発的、自主的に
生涯学習に取り組んでいる市民の割合 38.7％ 40.8％ 42.0％

文化人財バンク*2の派遣件数 246件 270件 280件

基
本
事
業

① 生涯学習環境・活動の充実
市民が生涯学習についての関心を深めるために、公民館等の施設や講座の充実など生涯
学習の環境づくりに努めながら、ニーズに応じた情報収集や情報発信を行います。

② 生涯学習の地域への還元
市民の生涯学習の成果が様々な分野で活かされることにより、文化面での発展や地域
社会の活性化につながる仕組みを市民とともに構築していきます。

対 象 市民 意 図
・目的を持って、継続して自発的、自主的に
生涯学習に取り組む
・学習成果を地域に還元する

*1 生涯学習 … 一般的に自由な意志に基づいて、それぞれにあった時に、あった方法で、学習したり、仲間と活動したりして
生き生きと豊かな生活をしていくこと。例えば、1.趣味的なもの（音楽、美術、華道、舞踏、書道、読書
など） 2.教養的なもの（文学、歴史、科学、語学など） 3.家庭生活に役立つ技能（料理、洋裁、
和裁、編み物など） 4.育児・教育（家庭教育、幼児教育、教育問題など） 5.職業上必要な知
識・技能（仕事関係の知識習得、資格習得など）など。

*2 文化人財バンク
… 人は財（宝）、人材は財産との観点から、その財を
魅力ある地域づくりに役立て、文化芸術活動をサポー
トするため、小城市文化連盟が設けている講師等派
遣のための登録制度。

新しい拠点として期待が高まる牛津公民館▶
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高齢者・福祉
みんなでささえあう
やさしいまち

政 策５

第２次小城市総合計画

手話奉仕員養成講座の様子



政策５ みんなでささえあうやさしいまち

基
本
事
業

① 地域福祉の情報提供と相談支援体制の充実
生活や就労などの相談に訪れることが困難な方にも対応できるよう福祉サービスや制度の
周知を行います。また、生活困窮者の自立や災害等で一時的、緊急的に生活に困った方、
買い物弱者などにも支援を行います。

② 生活保護制度の適切な運営
困窮の程度に応じ必要な保護を行い、健康で文化的な生活を保障するとともに、自立を
支援します。

③ 地域住民による見守り体制の充実
民生委員・児童委員*1等と地域住民の協力により、関係団体と連携して、地域住民の
見守り体制づくりときめ細かい支援の充実を図ります。

④ 国民皆保険の維持
医療機関の受診に必要な保険について、保険空白期間をなくすよう努めます。また、国民
健康保険、後期高齢者医療及び国民年金の制度の理解を深めてもらうよう周知するととも
に事業運営の適正化を推進します。

施策名
地域福祉の充実5-1

41

対 象 市民 意 図 安心して生活ができる

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

安心して生活できている*2市民の割合 72.0％ 75.3％ 77.2％

*1 民生委員・児童委員
… 民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、ボランティア（無報酬、
任期3年）として活動している。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされている。民生委
員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定
める要件を満たす人が委嘱されている。小城市の定数は、民生委員・児童委員83人、主任児童委員8人。

*2 安心して生活できている
… 以下のような不安のない状態のこと。
1.自分や配偶者の健康や病気のことが不安 2.自分や配
偶者が寝たきりや身体が不自由になり介護が必要な状態に
なることが不安 3.生活のための収入のことが不安 4.子ど
もや孫の将来が不安 5.頼れる人が居なくなりひとり暮らしに
なることが不安 6.社会のしくみが大きく変わってしまうことが
不安 7.資産の管理や相続のことが不安 など。

社会を明るくする運動巡回広報活動出発式 ▲



政策５ みんなでささえあうやさしいまち

施策名
高齢者福祉・介護*1の充実5-2

42

対 象 高齢者（65歳以上） 意 図 生きがいを持って自立した生活ができる*2

基
本
事
業

① 介護予防・生活支援の充実
要介護状態や重症化にならないように、介護予防に取り組んでいきます。また、住み慣れた
家庭や地域で安心して暮らせるように、支援の充実・強化を図ります。

② 生きがいづくりの促進
生きがいを持って豊かな生活を送ることができるよう、趣味活動や地域における交流活動
などを支援します。

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

生きがいを持って自立した生活ができている
高齢者（65歳以上）の割合 55.7％ 59.7％ 62.9％

高齢福祉・介護サービスが充実していると思う
市民の割合 32.7％ 34.1％ 34.1％

*1 介護 … 要介護状態になることを予防する介護予防や地域での生活を支援する介護サービスなどの提供。

*2 自立した生活ができる… 自分で考え、ほぼ一人で行動し、より良い生活ができるように努めている状態のこと。

▲ 住民主体で取り組む介護予防教室（いきいき百歳体操）の様子



政策５ みんなでささえあうやさしいまち

基
本
事
業

① 在宅障がい者への生活支援の充実
障がい者やその家族に対し、一般相談から専門的相談、虐待などの個別ケースまで多様な
ニーズに対応できるよう、専門職を配置した小城多久障害者相談支援センター*2の円滑な
運営を促進し、適切なサービスにつながるよう支援します。

② 就労支援の充実
地域に開設されている就労支援事業所を利用することなどにより、障がい者が意欲を持って
作業に取り組み、社会参加できるよう支援します。また、就労中の障がい者に対する工賃
アップのため、販路の拡大やイベントなどへの協力も行います。

③ 障がい者の地域活動支援
障がい福祉事業所*3や地域活動支援センター*4、地域生活支援拠点*5など障がい者が
地域で安心して生活できる場所を増やし、障がい者に寄り添ったまちづくりを進めます。

施策名
障がい者福祉の充実5-3

43

対 象 障がい者 意 図 ともに社会参加*1できる

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

社会参加している障がい者の割合 66.6％ 68.4％ 69.6％

障害福祉サービスが充実していると思う
障がい者の割合 53.7％ 55.5％ 56.7％

*1 社会参加… 他者との交流や地域社会(近隣・学校・職場・病院・各種団体等）とのつながりを持つこと。
*2 小城多久障害者相談支援センター
… 小城市・多久市共同で実施しているもので、障がい者本人やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や
助言・権利擁護のために必要な支援を行うセンターのことで桜楽館内にある。

*3 障がい福祉事業所 … 介護サービスや機能訓練・就労支援などの障害福祉サービスを提供する事業所のこと。
*4 地域活動支援センター
… 在宅の障がい者が通所により創作的活動や生産活動を行い、社会との交流促進や経済的自立などの便宜の供
与を図るセンターのこと。

*5 地域生活支援拠点
… 障がい者が地域で安心して生活できるように、グループホームや障がい者支援施設などの居住支援機能と、地域
相談支援などを担当するコーディネーターやショートステイといった機能を合わせた拠点のこと。



政策５ みんなでささえあうやさしいまち

施策名
じんけん*1尊重社会の確立5-4

44

対 象 市民 意 図 人権侵害や差別をしないようにする

基
本
事
業

① じんけん教育・啓発の推進
すべての人が、同和問題をはじめとする人権問題について自分自身の課題として関心を
持ち、理解を深めるような教育・啓発を行います。

② 人権相談の充実
人権同和対策室をはじめ、人権擁護委員*2、民生委員・児童委員と協力して人権相談
の充実に努めます。

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

人権侵害や差別をしないようにしたいと思う
市民の割合 92.1％ 92.6％ 93.0％

この１年間に人権侵害を受けたと思う市民の割合 12.5％ 11.0％ 10.0％

（参考）講演会、研修会、出前講座参加者数 3,470人 3,740人 3,880人

*1 じんけん … 小城市では、人権をわかりやすく、身近に感じてもらえるようにひらがなで表記するようにしている。

*2 人権擁護委員 … 市長が議会に意見を求めて、法務局長へ推薦し、法務大臣から委嘱される。地域の中で人権尊重
思想を広め、住民の人権が侵害されないように配慮し、人権を擁護する活動を行う。小城市の人権
擁護委員の定数は9人。

▲ じんけんふれあいセミナーの様子

▲ 人権ふれあい講演会での
ポスター・作文表彰式



政策５ みんなでささえあうやさしいまち

施策名
男女共同参画の推進5-5

45

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

性別によって役割を固定する考え方（夫は外で働
き、妻は家庭を守るべき*1）に反対する市民の割
合

57.6％ 65.0％ 70.0％

審議会等*2における女性の参画率 31.1％ 35.0％ 40.0％

基
本
事
業

① 男女共同参画に対する理解の促進
性別を問わずすべての人が個性と能力を発揮できるように、男女共同参画の必要性や
男女平等意識の浸透、配偶者等に対する暴力の防止などについて広報啓発活動を推進
します。

② 様々な場・機会での男女共同参画の推進
社会のあらゆる分野で男女がともに活躍しやすい環境づくりに取り組みます。また、市の政策
や施策を決定する審議会や方針決定過程の場への女性の参画を推進します。

対 象 市民 意 図 男女がともに活躍できる社会を目指す

*1 夫は外で働き、妻は家庭を守るべき
… 人々の意識の中に長い時間をかけて形づくられてきた性別に基づく「固定的性別役割分担意識」を表す指標として、
全国的に「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきかどうか」という考え方についての設問が多く使用されている。

*2 審議会等 … 法律に基づき市が設置する附属機関や委員会等。（学識経験者、市民等の意見を求め、これを市政
に反映させることを主な目的として、規則、要綱等に基づき市が設置したものも含む）

▲ 男女共同参画ネットワークによる紙芝居の出前講座
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子育て・教育
子どもが自分らしく
笑顔で育っていけるまち

政 策６

第２次小城市総合計画

砥川小学校サポーターによるフラワーアレンジメント教室の様子



政策6 子どもが自分らしく笑顔で育っていけるまち

施策名
子育て支援の充実6-1

47

対 象 市民 意 図 ・安心して子育てができる
・安心して子どもを産むことができる

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

安心して子育てができるまちと思う市民の割合 78.7％ 84.2％ 85.0％

安心して子どもを産むことができるまちと思う
市民の割合 81.2％ 83.4％ 85.0％

基
本
事
業

① 子育て関連情報の提供と相談支援体制の充実
子どもの医療費助成やひとり親の自立・就労相談支援など安心して子育てができるよう、
総合的な支援を図ります。また、子育て関連情報を効果的に提供し、小城市子ども・子育て
支援事業計画*1に沿って、妊娠・出産期から乳幼児期、学童期、18歳未満までの子どもに
対し、切れ目なく、保護者の状況に応じた子育て支援を行います。

② 子どもの安全な環境づくりの推進
育児困難を抱える保護者への相談窓口を充実するとともに、放課後児童クラブや児童セン
ターなどの健全かつ安全な居場所の環境づくりを行います。

*1 小城市子ども・子育て支援事業計画
… 子ども・子育て支援の量・質の充実及び安心して子どもを産み育てる環境や全ての子どもが健やかに成長できる社会
の実現を目的として策定している。平成26年度に策定し、平成27年度から平成31年度までの5年計画。

▲ 児童センターでの花苗植の様子 ▲ ベビーマッサージで赤ちゃんとのふれあいの時間



政策6 子どもが自分らしく笑顔で育っていけるまち

施策名
学校教育、幼児教育・保育の充実6-2

48

※ 用語解説はＰ70

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

進路希望達成率*3 87.9％ 88.0％ 90.0％

全国体力調査体力合計点*4 46.4点 46.8点 47.0点

豊かな心を持つ子どもの割合*5 94.3％ 96.2％ 97.0％

基本的な生活習慣（早寝・早起き*6）を実践して
いる就学前の子どもの割合 69.6％ 70.0％ 70.0％

基本的な生活習慣（朝ごはん）を実践している
就学前の子どもの割合 96.6％ 97.0％ 97.0％

基
本
事
業

① 施設・設備環境の整備
幼児教育・保育施設や小中学校の施設・設備の整備・改善を行うとともに、小中学校の
老朽化した建物の復旧措置及び耐久性の向上を図っていきます。

② 学校教育の推進
学力の定着や向上を目指すために、ＩＣＴを活用した学習指導*2を推進するとともに
校内研修の充実を図っていきます。また、家庭学習の習慣化に取り組んでいきます。

③ 子どもたちの体づくり
子どもたちの丈夫な体を作る遊びを推進するとともに、地域の食材を使った安心・安全な
給食を提供し、バランスの取れた体づくりを行っていきます。

④ 相談・支援体制の充実
支援が必要な子どもと家庭に対する相談体制を充実していきます。また、充実した日常
生活が送れるよう地域や家庭と連携していきます。

⑤ 幼児教育・保育の推進
遊びを通した体験活動を充実させるとともに、基本的生活習慣の習得に力を入れ、安全で
のびのびした園生活が送れるよう取り組んでいきます。

対 象 子ども
（就学前～中学生） 意 図

「生きる力」*1の育成のため、確かな
学力、豊かな心、健やかな体、基本
的な生活習慣を身につける。



政策6 子どもが自分らしく笑顔で育っていけるまち

施策名
青少年の健全育成6-3

49

対 象 市民
（子ども含む） 意 図 地域との関わりの中で、子どもたちが心身ともに

健やかに たくましく成長している*1と思う

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

地域との関わりの中で、子どもたちが心身ともに
健やかにたくましく成長していると思う市民の割合 22.0％ 24.0％ 26.0％

基
本
事
業

① 青少年健全育成環境づくり
子どもたちのために青少年健全育成に向けた市民一人ひとりの意識の醸成、環境づくりの
促進を行い、地域や地域相互の協力体制の強化に努めます。

② 青少年のための地域活動の推進
青少年の体験・交流活動、地域活動、文化・スポーツ活動を地域とともに進めます。

*1 心身ともに健やかにたくましく成長している
… 年齢相応に物事を理解し、自分で考え判断し、行動できるようになることや人の気持ちを知り、うまく人づきあいができる
ようになること。

▲ 津の里ミュージアム開校式の様子
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産業・雇用
地域の資源を活かし
企業も市民も元気なまち

政 策７

第２次小城市総合計画

小城の名水で製造される飲料水



政策７ 地域の資源を活かし企業も市民も元気なまち

施策名
農林業の振興7-1

51

対 象
Ａ.農業世帯
Ｂ.林業世帯

意 図
Ａ.農業を基本とした安定した生活設計と
農業経営ができる
Ｂ.所有林を適切に保全・管理する

*1 認定農業者… 農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫
に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者のこと。

*2 集落営農組織… 集落営農とは、集落を単位として、生産行程の全部又は一部に
ついて共同で取り組む組織のこと。

*3 ６次産業化… 農林業(1次産業)と製造業(2次産業)、小売業(3次産業)を組み合
わせた新しい経営形態を指す。農業を続けながら利益を上げ、それぞれ
の土地の資源を有効に活用することで、地域活性化にもつながると期待
されている。

*4 森林施業 … 森林を育成するために行う造林、保育、伐採等の一連の森林に対する
人為的行為を実施すること。

*5 間伐 … 森林において樹木の健全な発育を助けるために一部の木を切ること。

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

農業世帯の平均農業収入額 （H26）
5,147千円※ 4,950千円 5,000千円

間伐*5を実施した面積 20.0ha 25.0ha 25.0ha

基
本
事
業

① 農業基盤整備の推進と経営の安定強化
地域営農の担い手となる認定農業者*1や集落営農組織*2へ農地を集約し、経営の安定
化を図るとともに、農業の基盤整備を推進します。また、中山間地域等の農地の保全による
耕作放棄地の解消を図ります。

② 就農者に対する支援
新たに営農を始めるために必要な支援を行うとともに、新たな経営の展開のために6次産業
化*3を支援します。

③ 森林環境の保全の推進
森林施業*4の効率化と安全を図るため、間伐の集約化及び作業道の整備を推進します。

※ 農業世帯の平均農業収入額は、国の交付金と農業販売代金、農業共済金の支払時期の違いが生じたため
Ｈ26年実績が上昇している。H29年の成り行き値（計画策定時のまま何も手を打たない場合）は4,870
千円と見込んでいる。



政策７ 地域の資源を活かし企業も市民も元気なまち

施策名
水産業の振興7-2

52

対 象 漁家*1 意 図 漁業を基本とした安定した生活設計と
漁業経営ができる

*1 漁家 … 漁業で生計をたてている世帯。

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H26
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

１漁家あたりの漁業出荷額 22,418千円 25,988千円 28,181千円

基
本
事
業

① 漁業生産基盤の充実
有明海における海苔養殖場や魚介類の漁業環境の改善に取り組みます。また、漁港の
環境整備や海苔の高品質化、生産コストの削減のための施設整備を支援します。

② 担い手の育成と支援
漁業後継者の育成や漁業経営の安定化に向けて、新規漁業就業者の研修支援や活動
団体の取組を支援します。

▲ 有明海の漁場



基
本
事
業

① 優良企業の立地の促進
県や親善大使*1の会などで情報を収集し、首都圏・関西圏に企業訪問を行い、企業誘致
に努めます。

② 商品のPRの強化
小城市観光協会が運営するインターネットショップ及び首都圏等への販路拡大事業と連動
して、商品ＰＲ及び物産展等へ積極的に参加します。合わせて、ふるさと応援寄附金*2
制度の返礼品を活用し、小城市の特産品ＰＲに努めます。また、本市の情報番組及び
キャラクターを使い、商品の情報発信を行います。

③ 関係団体と連携した経営支援
商工団体を通じた経営の支援や運転資金、設備投資等の貸付制度による経営支援を
行います。また、県等が行う研修や融資制度の情報提供を行います。

④ 商店街の活性化
関係団体と連携して空き店舗の情報収集を行い、起業を考えている人への情報提供を
行い、活用してもらうための支援を行うことにより、商店街等の活性化を図ります。

政策７ 地域の資源を活かし企業も市民も元気なまち

施策名
商工業の振興7-3

53

対 象 商工業の事業者 意 図 収益を増やす

*1 親善大使 … 主に首都圏を中心に活躍されている小城市出身の方に委嘱している。主な活動として、首都圏での市
の特産品、観光情報など積極的に市のＰＲを行っている。 平成28年10月時点で21人。

*2 ふるさと応援寄附金 … 出身地や応援したい地方公共団体に寄附できる制度で「ふるさと納税」と言われる。地方間
格差や過疎などによる税収の減少に悩む自治体に対しての格差是正を推進するために平成
20年に創設された。

*3 製造品出荷額 … 工業統計調査の項目一つで、従業員４人以上の事業所を調査対象として推計されたものである。
製造品出荷額とは、１年間における製造品出荷額、加工賃収入額、その他の収入額等の合計額
と消費税等を含んだ額のこと。

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H26
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

１事業所あたりの法人市民税の課税額 302千円 322千円 334千円

（参考）製造品出荷額*3 2,699千万円 2,930千万円 3,000千万円



54

地域活性化
幅広い交流を深め
にぎわいのあるまち

政 策８

第２次小城市総合計画

CSOフェスティバルの様子



政策８ 幅広い交流を深めにぎわいのあるまち

施策名
多様な文化*1の理解と地域間交流の推進8-1

55

対 象 市民 意 図 ・多様な文化を理解することの必要性を感じる
・主体的に地域間交流活動*2に取り組む

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

多様な文化を理解することの必要性を感じる
市民の割合 48.7％ 55.0％ 60.0％

主体的に地域間交流活動に取り組んだ
市民の割合 50.7％ 53.0％ 55.0％

基
本
事
業

① 国際交流推進のための環境づくり
子どもの国際交流活動の推進を図るとともに、国際交流活動の展開に向けた体制整備を
行うことで、多様な文化への理解を深め、市民主体の国際交流活動を促進します。

② 地域間交流の促進
様々な分野において、市内外を含めた地域間の交流活動を促進し、地域力の向上に
つなげていけるよう支援します。また、姉妹都市交流については、お互いの特性を生かし
地域活性化のきっかけとなるよう、市民が主体となる相互交流をさらに進めます。

*1 多様な文化… 国際的・地域的に異なる文化のこと。

*2 地域間交流活動… 異なる地域（最小の単位は町）の人々がふれあい、その間で様々な物事のやりとりがあること。
（町単位のイベントや地域活動への参加も含む）

▲ 鹿児島県南九州市との協定調印式の様子
平成20年11月 友好姉妹都市提携協定を締結
平成24年10月 災害時応援協定を締結

▲ ムツゴロウ王国芦刈夏まつり



政策８ 幅広い交流を深めにぎわいのあるまち

施策名
協働によるまちづくりの推進8-2

56

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

まちづくり活動に参加している市民の割合 32.5％ 40.0％ 45.0％

対 象 市民 意 図 まちづくり活動*1に参加する

基
本
事
業

① まちづくり活動への市民参画の促進
市政への関心を高めてもらい、各種行政計画の策定や政策決定過程への市民の参画を
推進します。また、産学官*2などの多様な担い手との連携により、まちづくり活動を促進して
いきます。

② 市民活動団体の活性化
市民活動団体*3の活動を促進するため、情報提供や相談体制の充実に取り組みます。
また、団体間での相互交流を促進するとともに、人材育成を進めます。

③ 地域の自治機能向上の推進
コミュニティや住民自治に関する情報を広く市民や団体に提供し、市民のコミュニティ意識を
高め、自主的な地域活動への参加を促します。地域の課題解決に向けた新たな仕組み
づくりを進めます。

*1 まちづくり活動
… 地域の様々な課題解決のための活動であり、例えば以下のような活動のこと。
1.自治会などの地域活動 2.老人クラブ、婦人会、子どもクラブ、消防団などの活動 3.自然保護や環境保全、リ
サイクル等に関する活動 4.児童や青少年の健全育成に関する活動 5.教育・文化・スポーツ活動の指導・運営に
関する活動 6.高齢者や障がい者の手助けなど福祉に関する活動 7.通院介護や健康管理の指導など保健・医
療に関する活動 8.募金や寄付、バザー等に関する活動 9.地域づくりやまちおこしに関する活動 10.自主防災や
災害援助、交通安全に関する活動 11.名所案内・説明など観光に関する活動 12.国際交流、国際協力に関す
る活動 13.農協、漁協、商工会議所や商工会の活動 など。

*2 産学官 … 産業界（民間企業）、学校（教育・研究機関）、官公庁（国・地方公共団体）のこと。

*3 市民活動団体
… 自主的・主体的に社会公益活動を行う
団体のこと。

「CSOフェスティバル in 小城」の様子 ▶
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観光・広報
市民みんなが観光ガイド！
ひとがひとを呼ぶまち

政 策９

第２次小城市総合計画

清水竹灯り



政策９ 市民みんなが観光ガイド！ひとがひとを呼ぶまち

施策名
情報発信の充実9-1

58

対 象 市民 意 図 ・必要な情報をいつでも、どこでも入手できる
・市の情報発信に満足する

基
本
事
業

① 広報媒体を使った情報提供の充実
様々な広報媒体を活用し、市民が必要とする情報を迅速でわかりやすく発信します。また、
高齢者、若者を意識した情報を提供します。

② 情報管理の推進
「ファイリングシステム*1」等を使った情報管理を推進し、情報を公開していきます。

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

自分が知りたい市に関する情報を容易に知ることが
できている市民の割合 59.6％ 75.0％ 75.0％

市の情報発信に満足している市民の割合 74.2％ 78.0％ 78.0％

*1 ファイリングシステム
… 文書管理の手法。小城市では、“文書は市民との共有財産である”という考えのもと、文書の私物化及び不要文書
の氾濫という文書管理上の問題を解決し、事務の効率化や最適な政策決定のために平成18年度から「AKF（行
政ナレッジファイリング）」という文書管理システムを導入している。

◀ 広報番組の撮影の様子

▼ 文書を収納しているキャビネット



政策９ 市民みんなが観光ガイド！ひとがひとを呼ぶまち

施策名
観光の振興9-2
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対 象 佐賀県民
佐賀県を訪れる観光客 意 図 小城市に観光で訪れる

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H26
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

小城市の観光入込客数*1 46.0万人 47.0万人 48.0万人

基
本
事
業

① 観光スポット・イベントのＰＲ
小城市の観光スポットや市内で開催されるイベント等について多様なメディアを活用した
取組や、広く大都市圏でのＰＲを行います。

② 観光資源の磨き上げ
イベントの内容の充実、観光客対応の改善等を行います。また、海外からの観光客にも
配慮した観光施設の整備や良好な維持管理を行うとともに、新たな観光スポットの掘り起こ
しを行います。

③ 関係団体との連携
小城市を訪れた人(観光客など)の満足度が向上するよう、観光案内等のサービスの充実
を図ります。また、県、他市町、関係団体及び店舗等との連携を強化し、おもてなしの心を
拡げます。

*1 観光入込客数… 日常生活圏以外の場所へ旅行し、そこでの滞在が報酬を得ることを目的としない者で、観光地点・
行祭事・イベントを訪れた人数のこと。

▲ 小城公園の桜 ▲ 祇園川のホタル
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安全・安心
ひとりひとりの力を合わせて
防犯・防災 安心して暮らせるまち

政 策10

第２次小城市総合計画

樋口・深町自主防災会合同避難訓練の様子



政策10 ひとりひとりの力を合わせて防犯・防災 安心して暮らせるまち

施策名
防災・減災体制の充実10-1
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対 象 市民 意 図 ・災害*1に対する防災を日頃から意識する
・災害による被害を未然に防ぐ、軽減する

*1 災害 … 1.大雨・洪水 2.台風 3.地震 4.津波・高潮 5.土砂 6.火災 7.原子力 など。

*2 いざというときの防災の準備
… 1.防災マップの確認 2.避難時の非常持ち出し品の準備 3.非常用備蓄品（非常食・水など）の準備 4.家具
や棚の転倒防止 5.避難訓練の実施・参加 6.消火器訓練の実施・参加 7.家族間での連絡方法の確認など。

*3 自主防災組織のあるべき組織
… 災害時の連絡網が整備され、定期的に更新されている又は避難訓練等の防災活動が定期的（1年に1回程度）
に行われている。

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

災害に対する防災を日頃から意識している
市民の割合 80.3％ 85.0％ 85.0％

普段からいざというときの防災の準備*2をしている
市民の割合 24.6％ 29.0％ 33.0％

自主防災組織があるべき組織*3になっている割合 36.7％ 40.6％ 42.7％

（参考）火災発生件数 13件 10件 10件

（参考）人的被害件数（死亡・負傷者） 3件 0件 0件

基
本
事
業

① 自主防災組織の充実
自主防災組織が災害発生時に被災者の救出や消火活動の核として機能するよう、その
組織力を活性化するとともに、防災資機材の整備や防災訓練及び出前講座の実施等の
支援を行います。

② 防災意識の啓発推進
防災・減災の観点から、住民の防災意識の向上を図ること、防災教育・訓練の充実を図る
ことが重要であり、消防署や消防団、婦人会等のボランティア組織、学校などと連携して防災
教育に取り組み、地域の総合的な防災力を高めていきます。

③ 危機管理対策の充実
風水害や地震災害など、あらゆる災害に対応するため、消防・救急等の危機管理体制の
充実や地域防災計画及び水防計画等に基づき、危機管理対策の充実に取り組みます。



政策10 ひとりひとりの力を合わせて防犯・防災 安心して暮らせるまち

施策名
防犯体制の充実10-2
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対 象 市民 意 図 ・犯罪にあわない
・犯罪を起こさない

*1 地域安全活動 … 安全で、明るく住みよい地域社会を実現する目的で、犯罪や事故、災害等の被害を未然に防止す
るため地域住民、事業者、自治体、警察等が協働して行う防犯パトロール、防犯キャンペーン等の
こと。

*2 不良行為 … 飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為のこと。不良行為をしている少年
（20歳に満たない者）は、不良行為少年として保護の対象となる。

施 策 の 成 果 を 示 す 主 な 指 標 H27
実 績

H33
前期目標

H37
最終目標

犯罪発生件数 219件 190件 170件

青少年の不良行為*2人数 104人 64人 60人

基
本
事
業

① 犯罪防止の環境整備
小城地区防犯協会と連携し、ボランティア団体による地域安全活動*1の推進や、犯罪
抑止のための対策を推進していきます。

② 防犯意識の普及・啓発
小城地区防犯協会等、関係機関相互の緊密な連携を図りながら、各種会合時における
防犯意識の普及活動の推進や広報紙の発行などの啓発活動に取り組みます。

③ 消費生活の啓発・相談
悪質商法の被害にあわないように、消費者教育・啓発の推進と情報の提供に取り組み、
被害の未然防止と被害にあった消費者の救済を図るため、県などの関係機関と連携を
とりながら、相談窓口体制を充実します。

▲ 市・警察署が一体となって行う防犯パトロールの様子 ▶



▶ 政策１ 住みたい！と思う 笑顔が集まるキレイなまち
▶ 政策２ 安全に みんなが行き交うまち
▶ 政策３ 歴史、文化と歩んでいく 自然豊かなまち
▶ 政策４ みんなが健やかで 生きがいを感じるまち
▶ 政策５ みんなでささえあう やさしいまち
▶ 政策６ 子どもが自分らしく 笑顔で育っていけるまち
▶ 政策７ 地域の資源を活かし 企業も市民も元気なまち
▶ 政策８ 幅広い交流を深め にぎわいのあるまち
▶ 政策９ 市民みんなが観光ガイド！ ひとがひとを呼ぶまち
▶ 政策10 ひとりひとりの力を合わせて防犯・防災 安心して暮らせるまち
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計画推進のための行政経営
施 策 基 本 事 業

行-1 人材育成の推進 適正な人事管理の構築
快適な職場環境づくり

行-2 行政改革の推進 行政経営の推進
改革改善の推進

行-3 健全な財政運営の推進 歳入歳出の適正化
計画的な財政運営
財政状況の啓発

行-4 業務執行体制の充実 ＩＣＴ利活用の推進
公有財産の適正管理
広域行政の推進
各種行政サービスの提供

第２次総合計画（政策１～10）を推進していくために、行政評価システムを活用し、効率
的・効果的な行財政運営を進め、持続可能で自立した自治体経営を推進していきます。

誇 郷 幸 輝
～みんなの笑顔が輝き 幸せを感じる ふるさと小城市～

誇 郷 幸 輝


